
日数 療養期間 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

陽

性

者

本

人

７日間
発症日

（症状が出た日）

療養解除

（※）

７日間

１．症状がある陽性者（有症状の陽性者）

（１） 現に入院している方及び高齢者施設に入所している方

※解熱剤等を服用せずに症状軽快後、７２時間経過した場合

（２） （１）以外の方

※解熱剤等を服用せずに症状軽快後、２４時間経過した場合

７日間で療養を解除とする場合の注意点

１０日間が経過するまでは、感染リスクが残存します。検温など自身による健康状態の確認や、マス
クを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。また、高齢者等ハイリスク者との
接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けるようお願
いします。

療養期間

日数 療養期間 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

陽

性

者

本

人

10日間
発症日

（症状が出た日）

療養解除

（※）

10日間



２．症状がない陽性者（無症状の陽性者）

日数 療養期間 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日

陽

性

者

本

人

７日間
検体採取日

（検体を採取した日） 療養解除
７日間

（１）基本的な考え方

（２）抗原定性検査キットを使用する場合

日数 療養期間 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日

陽

性

者

本

人

７日間
検体採取日

（検体を採取した日）

抗原定性検査

キットで陰性

療養解除
５日間

（３）療養期間中に発症した場合

日数 療養期間 0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日

陽

性

者

本

人

７日間
検体採取日

（検体を採取した日） 発症 療養解除
７日間

※抗原定性検査キットは、薬事承認されたもの（体外診断用医薬品又は一般用検査薬（第一類医薬品）と記載されたもの）を
必ず使用してください。

（厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発 令和４年９月７日事務連絡により改正）


